
平成２１年９月  日 
 

工事・工事関係委託登録業者の皆様へ 
 

     豊田市長  鈴木 公平 

 

  

その他委託(工事関係委託を除く)の電子入札の拡大等について（お知らせ） 

 

 

日頃は豊田市政にご理解とご協力をたまわり厚くお礼申し上げます。 

さて、本市におきましては、平成２０年８月から「あいち電子調達共同システム（物品等）」を利用して

その他委託（工事関係委託を除く）の電子入札の試行を実施してまいりましたが、平成２１年１１月から契

約課で行うその他委託の全入札案件を原則として電子入札で実施いたします。 

事業者の皆様におかれましては、その他委託への入札参加を希望される方は、「あいち電子調達共同シス

テム（物品等）」から入札参加資格申請及び「ＩＣカード」の登録をお願いします。 

 

記 
 

１ 電子入札の拡大等について 

（１）電子入札案件 

契約課で行う全入札案件（予定価格５０万円超） 

 （２）実施期日 

    平成２１年１１月から公告もしくは指名通知をする案件から 

 （３）その他 

    ・電子入札参加にはＩＣカードの購入と「あいち電子調達共同システム（物品等）」へのＩＣカー     

ド登録を事前に行うことが必須条件です。 

    ・案件によっては、集合入札（紙入札）とする場合があります。 

 

２ あいち電子調達共同システム（物品等）の申請について 

（１）申請準備について 

豊田市のホームページ（URL http://www.city.toyota.aichi.jp/）から「豊田市競争入札参加資格

審査申請要領（物品・その他委託）」の確認をお願いします。 

       （トップページ左列メニュー中段「入札・契約情報」－「入札参加資格の申請」） 

 （２）申請について 

「あいち電子調達共同システム（物品等）」ポータルサイト（下記）より行います。 

詳しい操作方法等はヘルプデスクにお問い合わせください。 

 

３ その他委託対象業務 

   「豊田市競争入札参加資格審査申請要領（物品・その他委託）」に掲載してある「業務分類一覧表」

－「業務（大分類） ３．役務の提供等」より確認ください。 

 

４ ＩＣカードの登録について 

 （１）あいち電子調達共同システム（CALS/EC）と同じＩＣカードが使用できますが、「あいち電子調達

共同システム（物品等）」ポータルサイト（下記）への登録が必要です。 

（２）「あいち電子調達共同システム（物品等）」への申請受付完了後にＩＣカードの登録を行います。

登録方法は、「あいち電子調達共同システム（物品等）」ポータルサイト（下記）より行います。



詳しい操作方法等はヘルプデスクにお問い合わせください。 

 

５ 通知もしくは公告について 

指名競争入札の通知は、電子メールで行いますので、随時確認をお願いします。一般競争入札につい

ては、「あいち電子調達共同システム(物品等)」ホームページに公告を掲載しますので、随時チェック

をお願いいたします。 

 

【指名競争入札の通知もしくは公告日】 原則として毎週火曜日 

 

６ その他 

   電子入札の方法等については「あいち電子調達共同システム（物品等）」ポータルサイトまたは、

「あいち電子調達共同システム（物品等）」ヘルプデスクに確認してください。 

 

 

あいち電子調達共同システム（物品等）ポータルサイト 

URL http://www.buppin.e-aichi.jp/index.html  

あいち電子調達共同システム（物品等）ヘルプデスク 

電話 0120-511-270 

 

 

問合せ先 

豊田市役所 総務部 契約課  

電話 ０５６５－３４－６６１６ 


